
10 月は住生活月間
住宅耐震相談会のご利用を

　毎年 10 月は、国土交通省の主唱
で住生活に関連する啓発活動を行う

「住生活月間」と定められています。
　住まいの質を高めて、より暮らし
やすく、豊かな住生活を実現して
いくためには、私たち一人ひとりが、
より良い住まいと暮らしのあり方に
ついて理解を深めることが必要です。
　この機会に普段何気なく暮らして
いる「住まい」について考えてみま
せんか。
　市では、この期間に住まいの耐震
に関する啓発を目的に、次のとおり
住宅耐震相談会を開催します。
日時…10 月 16 日（日）
　　　午前９時～正午／
　　　午後１時～５時
場所…中央公民館１階サークル室
対象…市内在住の人
定員…14 組
費用…無料
持ち物…建築確認申請時の平面図な
ど、住宅の間取りが分かるもの（建
築確認通知書など）
相談時間…おおむね 45 分
相談員…市委嘱の住宅耐震相談員
申込み…10 月 13 日（木）までに電
話（土・日曜日、祝日を除く）
問・申込先
　都市計画課宅地建築班
　 （93）５１４８

軽油引取税のお知らせ

■軽油は県内で買いましょう！
　軽油引取税は、軽油を購入した販
売店の所在する県の収入になり、教
育・福祉・道路整備などに使われます。
■Ｎｏ！不正軽油宣言
　不正軽油の製造・販売・使用は、
軽油引取税の脱税だけではなく、県
民の健康や地域の環境に悪影響を与
える悪質は犯罪行為です。
　不正精油の流通を防止するために、

「買わない」「売らない」「使わない」。
　不正軽油の販売や使用の防止にご
協力をお願いします。
問佐倉県税事務所軽油引取税課
　 ０４３（４８３）１１１６

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験

日程…平成 29 年１月 14 日（土）
場所…千葉市総合保健医療センター
　　　＜千葉市美浜区幸町＞
受験資格…平成９年 1 月 15 日以前
に生まれた人で、修学歴、下水道排
水設備工事に関する職歴により一定
の経験年数などを有する人
申込用紙配布…10 月 14 日（金）ま
で県下水道協会事務局で配布
※郵送希望の人は、封筒に「受験案
内請求」と朱書きして、返信先を書
いたラベル（郵便番号・住所・氏名）
と切手１４０円分を同封して郵送請
求（14 日消印有効）
申込み…10月20 日（木）までに郵送
　　　　（20 日消印有効）
問・申込先　県下水道協会事務局
　（千葉市役所下水道経営課内）
　 ０４３（２４５）６１１２
　〒２６０－８７２２　
　千葉市中央区千葉港１－１

過激派の非公然アジト発見に
ご協力を

過激派とは…私たちの社会を暴力で
破壊、転覆しようと企てる極めて反
社会的な集団です。過激派は、放火
や爆弾事件など凶悪なテロ、ゲリラ
を引き起こし、社会や一般市民に大
きな被害をもたらし続けています。
非公然アジトとは…過激派が単身や
夫婦など善良な市民を装い、マン
ションやアパートに潜み、テロやゲ
リラ事件を引き起こすための準備を
している場所です。
　あなたの周りにこんな人、武器を製
造しているところはありませんか？
○部屋への出入りの際、周囲を異常
　に気にしている
○近隣住民と接しないようにしている
○部屋の中で工具類を使う音がする
○火薬・薬品類の臭いがする
　非公然アジトを発見するには、皆
さんのご理解とご協力が不可欠です。
どんな些細なことでも１１０番また
は成田警察署まで連絡してください。
問成田警察署
　 （27）０１１０

10 月の学校給食費振替日

　口座の残高不足で引き落としでき
ないことがありますので、振替日前に
確認し、期限までに入金してください。
対象…10 月分
入金期限…10 月７日（金）
振替日…10 月 11 日（火）
※ 11 月分の振替は 11 月 10 日（木）
です。
問学校教育課指導班
　 （93）７６５９

今月は児童手当の支給月です

支給対象月…６月～９月分
振込日…10 月７日（金）
※ 9 月 12 日までに現況届を提出し
ていない人は、今回の振込日には手
当が支給されません。詳しくは問い
合わせてください。
問子育て支援課児童家庭班
　 （93）４４９７

10月15日（土）～21日（金）は
違反建築防止週間

　この週間には、公開の建築パトロ
ールが実施されます。
　建築基準法では、建物の安全性を
確保し、私たちの生命や健康、財産
を守るため、建物の敷地や構造など
に関するさまざまな基準を定めてい
ます。
　建物を建てるときは、建築基準法
などの法令で定める基準や手続きを
守り、適正に工事を進めましょう。
　また、工事が完了したときは、そ
の建物が法令に基づき安全なもので
あるか検査を受けましょう。
　この機会に、建物が法令に適合し
ているか建築士に相談するなどの点
検をしましょう。
問都市計画課宅地建築班　
　 （93）５１４８

11 広報とみさと　2016.10.1 情報ネット

くらし
迷惑駐車はやめましょう！

　迷惑駐車は、消防車や救急車など
の緊急車両の進行を妨げ、災害現場
への到着が遅れてしまいます。ま
た、消火栓や防火水槽の周辺に車が
停まっていると、迅速な消火活動が
できません。
　災害は１分１秒をあらそいます。
一人ひとりがルールを守り、駐車マ
ナーを守りましょう。
問消防署　 （92）１３１１

ＦＡＸやメールでの
１１９番通報

　電話による１１９番通報が困難な
人からの「火災・救急などの通報」を
ＦＡＸやメールで受け付けています。
■ＦＡＸからの１１９番通報
　１１９番（局番なし）で送信でき
ます。ＦＡＸ１１９番送信用紙は、
消防本部、北分署、社会福祉課で配
布しているほか、ホームページから
もダウンロードできます。あらかじ
め用紙に氏名や住所などを記入して
おくと、緊急時にすぐ送信できます。
■メール１１９番通報（登録制）
　利用するためには事前の申し込み
が必要です。
　利用案内書と申込書は、消防本部、
北分署、社会福祉課で配布している
ほか、ホームページからもダウン
ロードできます。郵送またはＦＡＸ
で送るか、市消防署または北分署に
持参してください。
問消防署　 （92）１３１１　
　FAX（93）８８３７
　〒２８６－０２２１
　富里市七栄７３５－２

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。お気軽に問い合わせてください。

【問い合わせ先】秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2


